
軽度者に対する福祉用具貸与（例外給付）の流れ（令和6年1月から）

居宅介護支援事業者
○確認申請書の提出
・医師の医学的な所見で状態像の判断
・サービス担当者会議録

・適切な居宅サービス計画書
・当該福祉用具カタログ等の写し

福祉用具をレン
タルしたい

軽度者

ケアマネジャーへ相談

医師の意見
（医学的な所見）

必要性あり

サービス担当者

会議等

ケアプランへの
位置づけ

必要性あり

必要性の確認

レンタル可

必要性なし市への申請

承認

不承認

有効期限内に、再度
確認申請の必要あり

継続レンタル可

例外給付の対象者か確認
常時、第94号告示31号イに定める状態 にある者（要介護認定結果より確

申請不要

※電動車椅子につきまして

は、第94号告示3１号イに

定める状態であっても市へ

の確認申請は必要です。

レンタル可


